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仕 様 書 

 

１ 適用範囲 

   本仕様書は、次の建物清掃について規定する。 

       建物清掃請負場所    放送大学大阪学習センター 

       所在地         〒543-0054  大阪市天王寺区南河堀町４－８８ 

 

２ 請負期間 

   令和７年４月１日から令和９年３月３１日までの２ヶ年とする。 

 

３  清掃場所及び面積 

     清掃作業基準表及び平面図のとおり。 

 

４ 業務上の注意事項 

  ① 各室にある複写機及び電子計算機端末機等に充分注意し、配線等に触らないこと。 

  ② 業務従事者は、書類等及び個人の所有物にみだりに触れないものとし、作業の都

合上、それらの配置を変えた場合には、作業終了後、元の位置に戻すこと。 

  ③ 用水・電力の使用は必要最小限に止め、特に照明は作業終了次第、直ちに消灯す

ること。 

  ④ 清掃のため機械警備の解除及び各室の鍵等の解錠を行った場合は、特段の指示が

ある場合を除き、現状に復旧し機械警備の開始並びに施錠を行うこととする。 

  ⑤ 作業に必要な鍵は、放送大学大阪学習センター担当者から借用し、慎重に取扱い

作業を遂行するために必要な時間と場所に限って使用し、作業終了後、速やかに放

送大学大阪学習センター担当者に返却すること。 

 

５ 請負者の義務 

  ① 請負者は、業務の開始日までに業務従事者の身元を明らかにする書類を放送大学

学園財務部経理課及び放送大学大阪学習センターに提出すること。 

  ② 請負者は、毎月業務従事者の勤務割振表を作成すること。 

  ③ 請負者は、業務従事者の労務管理・労務災害補償等の全てについて、一切の責任

を負うこと。 

  ④ 請負者は、業務従事者に対する安全教育を行い、服装・勤務態度・風紀衛生等の

服務管理を行うこと。 

  ⑤ 業務に当たっては、各清掃場所の建材の特性を検討の上、最適な資材を使用する

こと。 

 なお、業務で使用する洗剤及びワックスは、分解性の高い洗剤など、環境に配慮

した洗剤やワックスを使用することとし、発注者より要請がある場合は、その使用

量及び成分について報告すること。 

 ⑥ 請負者及び業務従事者は、善良なる管理者の注意義務をもって業務を遂行し、器

物の損壊その他注意義務違反による不法行為の生じることのないよう努めること。 

 また、不法行為による損害が発生した場合には、請負者は原状回復または損害賠

償をすること。 
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６ 検査等 

① 検査(完了の確認)(以下「検査」という。)は、業務の完了の通知があった都度、

業務日誌の確認又は業務の完了を確認することにより行う。 

② 発注者は，請負者より作業終了の報告を受けた後、検査を行うものとする。 

また、発注者は、上記の検査以外に臨時的検査を行うものとする。 

③ 発注者は、検査の結果、仕様書の内容を満たさない清掃状態等であると判断した

場合には、口頭又は書面により改善要求を行うとともに、契約金額の減額措置等を

行う。それでもなお、請負者が改善要求に従わない場合には、契約を解除できるも

のとする。 

 また、書面による改善要求が３回を超えた場合には、契約を解除する。 

 

７ その他 

① 業務従事者は、請負者の社員とし、常に身分証明証を携帯させ、発注者の要請が

あったときは、これを提示するものとする。 

② 日常清掃業務従事者の休憩場所及び清掃資材の保管に要する場所については、発

注者が提供する。 

③ 業務で使用する光熱水費は、発注者の負担とする。 

④ 業務に要する消耗品のうち手洗い用石鹸液、トイレットペーパー及びビニール袋

は発注者が支給するものとし、清掃作業に必要な機械器具及びその他の消耗品につ

いては請負者の負担とする。 

⑤ 請負者は、業務に関連して知り得た知識、情報及びその他の権利(法的利益を含む)

又は個人の情報等について、第三者に漏洩してはならない。 

⑥ 清掃作業実施要領に記載のない事項については、契約締結後発注者が別途指示す

るものとし、また、業務の実施にあたり生じた疑義については、担当係の指示に従

うものとする。 

⑦ 請負者は、令和６年度末(令和 7 年３月末)に、令和６年度請負業者と打合せの上、

業務の引継ぎを行うものとする。 

⑧ 請負者は、請負者に替わって業務を履行する業務従事者を指揮監督する業務責任

者（以下｢業務責任者｣という。）を定め、書面により発注者に通知しなければなら

ない。変更したときも同様とする。 

⑨ 発注者又は担当職員は、業務責任者又は業務従事者が業務の履行又は管理につき

著しく不適当と認められるときは、請負者に対しその理由を明示した書面により、

必要な措置を取ることを求めることができる。 

  ⑩ その他細部については、発注者の指示に従うこと。 

  ⑪ 請負者は清掃時間帯等について放送大学大阪学習センター担当者と打合わせの上、

授業及び業務に支障をきたさない時間帯に実施するよう配慮するものとする。 

  ⑫ 請負者は、善良なる管理者の注意をもって作業を行うものとする。 

  ⑬ 請負者は、清掃作業実施中に発注者の所有する建物、工作物、備品等に対して損害

を与えた場合は、直ちに発注者に報告し、その指示により請負者の責任で補修、修理

賠償等を行うものとする。 

  ⑭ 請負者は、毎日清掃報告書を発注者に提出し、確認を受け、当該月の業務完了後、

清掃業務完了通知書を作成の上、発注者に提出し、検査を受けるものとする。 
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８  清掃作業種別 

(１)日常清掃（毎日） 

(２)定期清掃（週１回：火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 週２回：土曜日及び日曜日） 

(３)不定期清掃（面接授業、各行事期間、年度末） 

 

９ 清掃作業実施要項 

(１)日常清掃（毎日）の場所等 

(ア)◎６・7 階：便所（身障者用を含む。） 

 作業要領 

①床面はモップ拭きとし、汚れに応じて水拭き又は洗剤拭きを行うこと。 

②便器及び洗面器等は、随時洗剤洗い及び薬品洗いを行い、必要に応じて消毒を

行うこと。 

③汚物入れ等は、容器から取り出し、中を洗浄すること。 

④トイレットペーパーは、随時補填すること。 

(イ)◎６階：視聴学習室、図書室、学生控室◎６・７階：ホール・ラウンジ､ 廊下 

 作業要領：下記(９)作業要領による 

(２)定期清掃（週１回：火曜日）の場所等 

◎６階：所長室、事務室、更衣室 ◎６・７階：階段(南側)及び階段（西側） 

    作業要領：下記(９)作業要領による 

(３)定期清掃（週１回：水曜日）の場所等 

◎６階：セミナー室 ◎７階：第４講義室、多目的室 

    作業要領：下記(９)作業要領による 

(４)定期清掃（週１回：木曜日）の場所等 

◎７階：客員教員室、学生活動支援室、特別研修室、実習室 

    作業要領：下記(９)作業要領による 

 (５)定期清掃（週１回：金曜日）の場所等 

◎６階：保健室、会議室、学習室 ◎７階：実験室 

    作業要領：下記(９)作業要領による 

(６)定期清掃（週２回：土曜日及び日曜日）の場所等 

◎１階：フロアー 

    作業要領：下記(９)作業要領による 

(７)不定期清掃（面接授業実施時）の場所等 

◎７階：第１講義室、第２講義室、第３講義室、実習室 

    作業要領：下記(９)作業要領による 

(８)不定期清掃（行事実施時）の場所等 

◎７階：第１講義室、第２講義室 

    作業要領：下記(９)作業要領による 

(９)作業要領：上記(１)(イ)～(８)共通 

①床上の汚れ、塵等箒又は電気掃除機で取り除き、モップで除塵と艶出しを行う

こと。 

②絨毯（カーペット）部分は、真空掃除機で除塵を行うこと。 
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③各室の机は、化学雑巾で空拭きし、特に汚れのひどい個所は、洗剤等で除去す

ること。 

④階段手すりなどは、塵払い後、空拭きし、特に汚れのひどい個所は、洗剤で除

去すること。 

⑤黒板ふき及び黒板ふき掃除機の除塵を行うこと。 

(10)不定期清掃（年度末特別）の場所等 

別記による 

(11)ごみ処理 

 学習センター全域及び一階フロアーの屑入れの内容物は、本センターが指定する 

 場所（ごみ集積場所）に搬出すること。 
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別記 

 

不定期清掃（年度末特別） 

 

      清掃日 令和８年３月のいずれかの月曜日（１日）および令和９年３月のいずれか

の月曜日（１日）に実施（１日で終了しない時は、３月中の他の月曜日に

実施） 

◎ビニール床タイルの洗浄、樹脂ワックス塗布仕上げ作業 

場所：視聴学習室、図書室、所長室及び会議室を除く全室（ホール、ラウンジ、

廊下を含み、１階フロアーは除く） 

作業要領：絨毯(カーペット)の床をポリッシャーを使用し洗剤にて汚れを除去

し、モップにより水拭きし、床に樹脂ワックスを塗布し、乾燥後に艶出し磨

きを行うこと。 

◎絨毯(カーペット)の清掃 

場所：（６階）視聴学習室、図書室、所長室、会議室 

作業要領：絨毯(カーペット)は、全面を真空掃除機等にて吸塵を行い、専用ポ

リッシャー等にて専用洗剤で洗浄し、乾燥させること。 

◎エアコンフィルターの清掃（エアコン台数） 

      場所：（６階）所長室１、事務室２、視聴学習室１１、図書室３、保健室１ 

             セミナー室４、セミナー準備室１、会議室２、学生控室２、更衣

室１、学習室１、作業室２ 

（７階）多目的室２、第１講義室４、第２講義室３、第３講義室２、 

                  第４講義室２、実習室２、実験室２、実験準備室１、特別研修室 

           １、客員教員室２、学生活動支援室１、教材準備室２ 

合計５５台 

作業要領：エアコンフィルターは、真空掃除機で除塵を行うこと。 

◎天井設置型全熱交換換気扇フィルターの清掃（全熱交換換気扇の台数） 

      場所：（６階）所長室１、事務室１、図書室２、会議室１、保健室１ 

      （７階）客員教員室１、学生活動支援室１、特別研修室１  合計９台 

作業要領：全熱交換換気扇フィルターは、真空掃除機で除塵を行うこと。 

◎一般換気扇及び換気口の清掃（換気扇等の台数） 

  場所：（６階）事務室１、保健室１、学習室１、作業室１、学生ラウンジ１、 

        （換気口）男子トイレ１、女子トイレ１ 

  場所：（７階）第４講義室１、多目的室１、教材準備室１、実験準備室２、 

           学生ラウンジ１ 

（換気口）男子トイレ１、女子トイレ１      合計１５台 

     作業容量：換気扇の換気扇カバー及び各トイレの換気口を掃除機等で除塵を行 

          うこと。 

なお、換気扇等の内部のホコリについては、汚れがひどい箇所につ

いては、掃除機等で除塵を行うこと。 

◎ガラス拭き ＊特に運動場及び吹き抜け部に面した窓（学生控室及び多目的室に

ついては、東側窓等を含む。）とするが、それ以外でも汚れがひ
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どい箇所も対象とする。 

          場所：（６階）学生控室１５、保健室３、更衣室３、所長室６、会議室９、学 

習室３、視聴覚室２０、図書室９、ラウンジ６、ＥＶホール前５、 

廊下２０、階段６ 

（７階）多目的室１５、客員教員室１２、特別研修室４、第４講義室９、 

学生活動支援室６、ラウンジ６、ＥＶホール前５、廊下４０、 

階段６                     合計２０８枚 

作業要領：ガラスは、泥等汚れを取り除き、曇りを拭う程度に磨くこと。 

 

◎網戸の清掃  ＊特に運動場に面した網戸（学生控室及び多目的室について

は、東側網戸を含む。）とするが、それ以外でも汚れがひどい箇所も対象とす

る。 

         場所：（６階）学生控室６枚、保健室１、更衣室１、所長室２、会議室３、視

聴覚室７、図書室４、ラウンジ２、廊下７、階段２ 

（７階）多目的室４、客員教員室３、学生活動支援室２、特別研修室１ 

第４講義室４、ラウンジ２、廊下１４、階段１   合計６６枚 

作業要領：網戸は、泥等汚れを取り除くこと。 

 

 

 

 















































清掃場所等の平面図は参加申請時に取得する仕様書に添付してあります。 


